
　

寒
さ
も
一
段
と
厳
し
く
な
り
、
水
道

管
の
凍
結
が
心
配
な
季
節
に
な
り
ま
し

た
。
水
道
管
の
凍
結
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト

は
次
の
と
お
り
で
す
。
事
前
に
確
認
し
、

凍
結
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
！

【
水
道
管
の
凍
結
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト
】

①
水
道
管
に
凍
結
防
止
用
ヒ
ー
タ
ー
を

　

巻
き
保
温
す
る

　
　

電
熱
線
に
よ
り
凍
結
を
予
防
で
き

　

ま
す
が
、
電
気
を
使
用
す
る
の
で
水

　

道
工
事
店
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

②
水
道
管
の
「
水
抜
き
」
を
す
る

　
　

気
温
が
氷
点
下(

特
に
氷
点
下
４
度

　

以
下)

に
な
る
と
危
険
で
す
。
あ
ら
か

　

じ
め
水
抜
き
栓(

元
栓)

の
場
所
と
操
作

　

を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

【
凍
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
は
…
】

　

蛇
口
と
水
抜
き
栓
を
全
開
に
し
て
、

凍
っ
た
部
分
に
タ
オ
ル
を
巻
き
付
け
ぬ

る
ま
湯
を
ゆ
っ
く
り
か
け
て
く
だ
さ
い
。

※
熱
湯
は
急
な
温
度
変
化
に
よ
り
水
道

　

管
が
破
裂
す
る
危
険
が
あ
り
ま
す
の

　

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

12
月
の
水
道
凍
結
修

理
休
日
当
番
店
は
16
㌻

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
建
設
水
道
課
☎
66-

２
１
１
１

　

内
線
２
４
２
、
２
４
８

広報くずまき・2019（令和元）年12月１日広報くずまき・2019（令和元）年12月１日〔４〕〔４〕

　　葛巻町議会議員選挙（定数10人）葛巻町議会議員選挙（定数10人）
が12月17日告示、12月22日投票が12月17日告示、12月22日投票
の日程で行われます。の日程で行われます。
　皆さんの声を町政に反映させるた　皆さんの声を町政に反映させるた
めの大切な選挙です。声を掛け合いめの大切な選挙です。声を掛け合い
棄権することなく投票しましょう。棄権することなく投票しましょう。

▶投票日、時間▶投票日、時間
　　12月22日（日）12月22日（日）
　　　　　７時～ 18時　　　　　７時～ 18時

▶投票できる人▶投票できる人

　　 ①９月16日以前に町に住民登録さ①９月16日以前に町に住民登録さ
　　れている人　　れている人
　②満18歳以上の人　②満18歳以上の人
　　（平成13年12月23日以前に生ま　　（平成13年12月23日以前に生ま
　　れた人）　　れた人）

12月22日は
町議会選挙の投票日

水
道
管
の
凍
結
に

水
道
管
の
凍
結
に

　

注
意
し
ま
し
ょ
う
！

　

注
意
し
ま
し
ょ
う
！

▶期日前投票▶期日前投票

　　 役場と国民健康保険葛巻病院の２役場と国民健康保険葛巻病院の２
カ所で期日前投票ができます。ただカ所で期日前投票ができます。ただ
し、投票できる期間と時間が異なりし、投票できる期間と時間が異なり
ますのでご注意ください。ますのでご注意ください。
【第１期日前投票所】【第１期日前投票所】
〈場所〉役場１階　第１会議室〈場所〉役場１階　第１会議室
〈期間〉12月18日（水）～〈期間〉12月18日（水）～ 21日（土）21日（土）
〈時間〉８時30分～〈時間〉８時30分～ 20時20時
【第２期日前投票所】【第２期日前投票所】
〈場所〉国民健康保険葛巻病院〈場所〉国民健康保険葛巻病院
〈期間〉12月18日（水）～〈期間〉12月18日（水）～ 20日（金）20日（金）
〈時間〉〈時間〉９時～ 16時９時～ 16時

〔５〕〔５〕2019（令和元）年12月１日・広報くずまき2019（令和元）年12月１日・広報くずまき

▶不在者投票▶不在者投票

　　 入院や他市町村に長期滞在など、入院や他市町村に長期滞在など、
投票日に投票所に行くことができな投票日に投票所に行くことができな
い人は、投票日前でも入院先の病院い人は、投票日前でも入院先の病院
や滞在先で不在者投票をすることがや滞在先で不在者投票をすることが
できます。詳しくは、町選挙管理委できます。詳しくは、町選挙管理委
員会事務局☎66-2111内線215にお員会事務局☎66-2111内線215にお
問い合わせください。問い合わせください。

森林の伐採には届け出が必要です

【問い合わせ先】
▷伐採するとき
　届出時期…実際に伐採を始める90日から30日前まで
　届出先…伐採する森林の所在する市町村長
▷造林したとき
　報告時期…造林完了後30日以内（転用は伐採後30日以内）
　報告先…伐採した森林の所在する市町村長
▷様式＆問い合わせ
　農林環境エネルギー課林政係☎66-2111内線143

　森林は所有している人の財産であるばかりでは
なく、水源涵

かん

養
よう

や地球温暖化防止などの役割を果
たすなど、地域社会にとって貴重な資源でもあり
ます。
　森林を適切に維持するため、森林の立木を伐採
するときは、次のとおり事前に市町村長に届け出
することが森林法で定められています。

【添付書類】
（1）①森林の土地所有者の氏名 ②森林所有者の
住所 ③伐採の権原を有する者であることを確
認できる書類（例：登記事項証明書、住民票、
立木の売買契約書など）

（2）伐採区域を確認できる書類
（3）その他、市町村長が必要と認める書類

自分で伐採するときは自分で伐採するときは 業者に伐採を依頼業者に伐採を依頼
（販売)するときは（販売)するときは

森林所有者の森林所有者のああ
・ ・ ・・ ・ ・

なたなたがが あなたと伐採業者とのあなたと伐採業者との連連
・ ・・ ・

盟盟でで

　

造
林
（
植
栽
や
天
然
更
新
な
ど
）

や
転
用
が
完
了
し
た
と
き
は
、
伐

採
後
の
森
林
状
況
の
報
告
を
市
町

村
長
に
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

道
路
の
除
雪
に

道
路
の
除
雪
に

　

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

こ
れ
か
ら
雪
が
降
る
時
期
に
な
り
ま

す
。
除
雪
車
で
の
除
雪
作
業
を
行
っ
た

と
き
に
、
ご
家
庭
の
敷
地
内
に
雪
が
残

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

お
手
数
を
お

か
け
し
ま
す
が
、

除
雪
車
が
通
っ

た
後
に
、
雪
が

残
っ
て
い
た
と

き
に
は
、
除
雪

の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
建
設
水
道
課

☎
66-

２
１
１
１

　

内
線
２
４
３
、
２
４
４

除雪車の運転手の皆さん除雪車の運転手の皆さん

　かるたで防ごう
　消費者トラブル
　町では県民生活センターが作成した消費者
トラブル防止啓発かるた「まてのすけかるた」
の貸し出しを行っています。
　かるた遊びをしながら詐欺や悪質商法の手口などが学べ、楽
しみながら消費者トラブルの被害に遭わないための理解を深め
ることができます。
　子ども会や地域の集まり、ご家庭でも楽しめます。消費者ト
ラブルの事例やトラブルに遭ったときにどうすればいいかなど
のアドバイスも盛りだくさん！気軽にご連絡ください。
問住民会計課☎66-2111内線121

「まてのすけかるた」を貸し出しています

口などが学べ、楽

います

か
る
た
の
サ
イ
ズ
は

た
て
21
㌢
、
よ
こ
15
㌢

文
字
も
大
き
く
て
見
や
す
い
よ

テ
レ
ビ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

テ
レ
ビ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
で
き
ま
せ
ん

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
で
き
ま
せ
ん

伐伐採する前に伐採届出書を提出しましょう採する前に伐採届出書を提出しましょう！

消費者トラブルに関する相談は

消費者ホットライン☎１８８（いやや）
最寄りの消費生活センターにつながります。

消費者庁 消費者ホットライン188
イメージキャラクター　イヤヤン


